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提案理由 

 地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うとともに、規定の整備をいたし

たく、本案を提案するものである。 



   所沢市税条例の一部を改正する条例 

所沢市税条例（昭和２５年告示第７６号）の一部を次のように改正する。 

第２７条の７第１項中「５，０００円」を「２，０００円」に改め、同項第３

号中「及び租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の３」を

削り、「除く。）」の次に「並びに租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」を加え、

同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項に定めるところにより計算し

た金額とする。 

附則第７条の４を次のように改める。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第２７条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、

法第３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又

は第２７条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得につい

て、附則第１６条の３第１項、附則第１６条の４第１項、附則第１７条第１項、

附則第１８条第１項、附則第１９条第１項又は附則第２０条の２第１項の規定

の適用を受けるときは、第２７条の７第２項に規定する特例控除額は、同項の

規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項に定めるところにより計算した金

額とする。 

附則第１０条の３第８項中「第７条第９項」を「第７条第８項」に改め、同条

第９項中「第７条第１０項」を「第７条第９項」に改める。 

附則第１６条の３第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の３第



１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１６条の４第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の

４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則第７

条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１８条第５項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の

４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則第７

条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の

４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則第７

条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第２０条の２第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第２０条の４第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削り、同条第５項第２号



中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３

の２第１項」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第３項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」と」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の所沢市税条例（以下「新条例」という。）第２７条の７の規定

は、市民税の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日以後に支出する新条例

第２７条の７第１項各号に掲げる寄附金について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


